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株主各位

証券コード　5212

2023年６月14日

株　主　各　位
東京都墨田区文花二丁目15番９号

不 二 硝 子 株 式 会 社
代表取締役社長 小 熊 信 一

　当社ウェブサイト　　https://www.silicox.co.jp

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第90回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第90回定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」を選択いた
だき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「不二
硝子」又は「コード」に当社証券コード「5212」を入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年６月28日（水曜日）午後４
時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都墨田区文花二丁目15番９号　当社本社会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第90期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第90期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の　
表示があったものとしてお取り扱いいたします。

     

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
　い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブ
　サイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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当事業年度の事業の状況

( 2022年４月１日から
2023年３月31日まで )

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症

に対する制限の段階的な緩和とそれに伴う経済活動の正常化が進む一方

で、急激な円安の進行やウクライナ情勢の長期化とそれに伴うエネルギ

ー価格や原材料価格の高騰等、依然として先行き不透明な状況が続いて

おり、経済の先行きについては注視していく必要があります。

当社グループの属する医薬容器業界は、主需要先の医薬業界において

薬価制度の抜本改革（毎年薬価改定等）が行われ、後発品使用促進等、

医療費抑制要請が強まっております。また、引き続き新型コロナウイル

ス感染症の影響を受け、医療機関への受診抑制傾向が続いております。

このような環境下、当社グループといたしましては、感染予防対策を

徹底し生産及び営業活動を停止することなく操業を行い、主要製品であ

ります注射薬用容器の「アンプル」「管瓶」の安定供給に全力を注ぎ、

主力製品である「管瓶」をインフルエンザワクチン用として供給いたし

ました。また、国内製薬会社が開発中の新型コロナウイルス感染症ワク

チンの治験用に供給を継続しておりますが、製品化の情報はなく国内産

新型コロナウイルス感染症ワクチンの上市には至っておりません。

当連結会計年度の売上高につきましては、「アンプル」「管瓶」「そ

の他」の品目で売上が増加したことで前年を上回り、売上高2,710百万円

（前期比4.4％増）となりました。

利益面につきましては、稼働率・製造歩留りの向上及び経費削減に取

り組みましたが、原油価格の高騰により加工用燃料ほか製造資材の価格

が上昇し、経営成績の維持が難しい状況となり当社製品の価格改定を実

施いたしました。結果、営業利益113百万円（前期比51.7％増）、経常利

益135百万円（前期比40.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は83

百万円（前期比29.0％増）とそれぞれ増加しております。
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当事業年度の事業の状況

② 設備投資の状況

　　　　当期における設備投資の総額は37百万円となっており、主なものは次の

　　　とおりであります。

建物の改修 15百万円

機械装置の購入  6百万円

③ 資金調達の状況

当期において、特記すべき資金調達は行っておりません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分
第 87 期

(2020年３月期)
第 88 期

(2021年３月期)
第 89 期

(2022年３月期)

第 90 期
(当連結会計年度)
(2023年３月期)

売 上 高(百万円) 2,452 2,538 2,596 2,710

経 常 利 益(百万円) 66 127 96 135

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 46 77 64 83

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 22.78 37.79 31.57 40.71

総 資 産(百万円) 4,016 4,331 4,161 4,885

純 資 産(百万円) 2,838 3,084 2,962 3,525

１株当たり純資産 (円) 1,341.90 1,459.56 1,398.78 1,669.30

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当た

り純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

常磐硝子株式会社 4,500万円 76.7％ アンプル・管瓶・試験管の製造

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

常磐硝子の売上高は889百万円（前期比8.9％増）、当期純利益は38百万円

（前期比198.6％増）であり、全て当社に対する売上であります。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(4) 対処すべき課題

当社グループをとりまく環境は、内外の諸情勢からみて、今後とも厳しい
状況が予想されます。当社グループにおきましては、企業体質の強化を図る
ため、引き続き「品質の強化」「売上の拡大」「コストの低減」「管理体制
の強化」を重要テーマとして、徹底した経費の節減を行い原価の低減に傾注
し、製造設備の整備を進め相互補完による最適生産など連結経営のより一層
の強化を図るとともに、積極的な販売活動と営業拡大を行い業績向上に努力
を重ねてまいります。
株主の皆様には、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申

しあげます。

(5) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

アンプル・管瓶・試験管他の製造及び販売

(6) 主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）

①　当社
本社・工場 東京都墨田区

②　子会社
常磐硝子株式会社 福島県いわき市

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

116名 2名減 33.1歳 13.0年

(7) 使用人の状況（2023年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況　　　189名　　(前期比 ２名減)
　　　　（注）　使用人数は就業人員であります。

②　当社の使用人の状況

　　　　（注）　使用人数は就業人員であります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 121,200千円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 8,400

株 式 会 社 常 陽 銀 行 8,400

(8) 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

①　発行可能株式総数 8,000,000株

②　発行済株式の総数 2,142,000株

③　株主数 1,640名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

小 熊 　 信 一 983,038株 47.82％

小 　 熊 　 　 　 千 惠 子 116,355株 5.66％

前 田 硝 子 株 式 会 社 86,205株 4.19％

小 熊 　 雄 二 84,740株 4.12％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 75,600株 3.68％

大 阪 硝 子 株 式 会 社 40,000株 1.95％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 31,131株 1.51％

東 京 東 信 用 金 庫 28,350株 1.38％

橋 本 　 和 夫 28,200株 1.37％

東 京 硝 子 株 式 会 社 15,750株 0.77％

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2023年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は自己株式を86,293株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 小 熊 信 一 常磐硝子株式会社　取締役

常 務 取 締 役 丸 山 光 二 常磐硝子株式会社　監査役

取 締 役 寺 山 博 幸 品質保証部長

取 締 役 高 濱 英 司 総務部長

取 締 役
（常勤監査等委員）

坂 田 俊 一

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

井 上 眞 一 税理士

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

神 谷 　 晋 弁護士

(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集

や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。

２. 取締役（監査等委員）井上眞一氏及び取締役（監査等委員）神谷晋氏は、社外取締役

であります。

３. 取締役（監査等委員）井上眞一氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しております。

　・取締役（監査等委員）井上眞一氏は、税理士の資格を有しております。

４. 当社は、井上眞一氏、神谷晋氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める

最低責任限度額としております。
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会社役員の状況

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 5名 72,468千円

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

4
(2)

9,956
(2,706)

合 計 9 82,425

③　取締役及び監査等委員に支払った報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２. 上記の支給額には、当事業年度における株主総会決議に基づく退職慰労金額9,143千

円（取締役分１名分8,043千円、監査等委員１名分1,100千円）及び役員退職慰労引当

金の増加額5,684千円（取締役５名分5,045千円、監査等委員４名分639千円（うち社

外取締役２名分306千円））が含まれております。

④　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

１．固定報酬等

a.固定報酬

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月例報酬は、職責・

役位経営への貢献度・経営内容を勘案した報酬額とし、株主総会で決

議された報酬限度の範囲内で、取締役会で決定しております。

　また、監査等委員会である取締役の月例報酬については、常勤・非

常勤の分担を勘案し、株主総会において決議された報酬限度額の範囲

内で、取締役会で決定しております。

b.退職慰労金

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である

取締役に対する退職慰労金は、各事業年度における期末要支給額を退

職慰労引当金として計上しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）が実際に退任する際の

退職慰労金については、株主総会に付議して決定しております。そ

の、付議内容は取締役会が決定しております。

　また、監査等委員である取締役が実際に退任する際の退職慰労金に

ついては、株主総会に付議して決定しております。その、付議内容は

監査等委員である取締役の協議により決定しております。
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会社役員の状況

c.報酬限度額

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2020

年６月26日開催の第87回定時株主総会において年額150,000千円以内

（うち、社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使

用人部分は含まれてない。）と決議しております。当該株主総会終結

時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は４名で

す。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議

しております。

　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年６月26日開催の第

87回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。

当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は３名です。なお、監査等

委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締

役の協議によって定めております。

２．業績連動報酬等

該当事項はありません。

３．非金銭報酬等

該当事項はありません。

４．種類ごとの割合

業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありませんので、固定報酬等だけ

となります。

５．交付時期等

・月例報酬 従業員の給与支給時と同日。

・退職慰労金 退任時の翌月支給。

６．決定の委任

取締役の個人別の報酬額等の内容決定については、取締役会において

代表取締役社長小熊信一に再一任されております。委任した理由は、

当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行

うには代表取締役が適していると判断したためであります。

７．その他決定方法

該当事項はありません。

８．その他重要事項

該当事項はありません。
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会社役員の状況

氏 名 地 位 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

井 　 上 　 眞 　 一
社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

当事業年度開催の取締役会８回のうち８回、監
査等委員会に６回のうち６回に出席いたしまし
た。主に税理士としての専門的見地から、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。また、監査等委員
会において監査結果について意見交換、監査に
関する重要事項の協議等を行っております。

神 谷 　 晋
社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

当事業年度開催の取締役会８回のうち８回、監
査等委員会６回のうち６回に出席いたしまし
た。主に弁護士としての専門的見地から、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。また、監査等委員
会において監査結果について意見交換、監査に
関する重要事項の協議等を行っております。

⑤　社外役員に関する事項

当該事業年度における主な活動状況

－ 11 －
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 10,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

10,000千円

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　フェイス監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会

計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委

員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した

旨及びその理由を報告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要

　責任限定契約は締結しておりません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

①　取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に
報告して情報の共有化をはかり、法令、定款、社内規程に基づき重要事
項の決定並びに業務執行状況を監視するための十分な体制を構築する。

②　取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に
行われるため、企業行動規範を定めるとともに、コンプライアンスの啓
発を行い、全社的なコンプライアンス体制の強化をはかる。

③　内部統制を推進する組織を設置し、法令の遵守及び社内規程等への準
拠性の検証を目的とした内部監査を実施し、定期的に代表取締役社長に
報告する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、役員会議事録、稟議書その

他取締役の業務に関わる重要な文書を、文書管理規程ほか社内規程の定め
る方法により適切に保存管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
総務部部長が、当社グループのリスクを総括的に管理する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役
の業務状況の監視・監督を行う。

②　社長以下取締役（常勤監査等委員を含む）、関連会社の取締役をメン
バーとする役員会を原則毎週開催し、業務執行における重要事項につい
て審議を行い、業務執行の迅速適正な運営をはかる。

③　業務分掌規程を定め、職位及び各職位の責任と権限を明確にし、業務
の効率的な運営をはかるとともに責任体制を確立する。

(5) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため
の体制

①　当社は、子会社に取締役（常勤監査等委員を含む）を派遣し、経営を
把握し、業務の適正化を推進する。また、会社の業務の状況は、毎週開
催される役員会並びに部課長会議で定期的に報告される。

②　会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らし適
切で、第三者との取引と比較して、著しく不利益に、また恣意的になら
ないよう、必要に応じて専門家に確認する体制とする。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の求めがあったときは、監査等委員会の職務を補

助する従業員として適切な人材を配置する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する
事項

①　監査等委員会の職務を補助すべき従業員は､ 当該職務を行うにあたっ
ては､ 監査等委員会の指揮・命令のみに服し、取締役その他の従業員の
指揮・命令は受けないものとする。

②　当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使につ
いては、事前に監査等委員会と協議を行い、その意見を尊重してこれを
行う。

(8) 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体
制
監査等委員でない取締役及び従業員は、監査等委員会に対し、次の事項

について遅滞なく報告するものとし、監査等委員は取締役会、役員会その
他重要な会議に出席して報告を受けるものとする。
また、監査等委員会に対して当該通報及び報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないものとする。
・取締役会決議事項・報告事項
・月次・四半期・通期の業績、業績見通し及び経営状況
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・会社の経営又は業績及び業績見通しに重大な影響を及ぼす恐れのある
事項

・取締役の職務遂行に関して不正行為、法令、定款に違反する行為
・内部監査結果の状況
・子会社に関する重要な事項
・その他重要な稟議・決裁事項

(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

①　監査等委員は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営上の課題、会
社を取り巻くリスク、監査上の重要な課題のほか、監査等委員会監査の
環境整備状況について意見を交換し、相互の意思疎通をはかる。

②　監査等委員会は、定期的に監査法人から会計監査の方法及び結果につ
いて報告等を受け、意見を交換する。

③　監査等委員の職務執行に関して生じる費用については、会社の経費予
算の範囲内において、所定の手続きにより会社が負担する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおり

であります。

・取締役会を８回開催し、重要事項の決定等を行っております。また、
役員会を52回開催し、重要事項等の審議等を行っております。なお、
本会議体等の場において、損失が伴うおそれのあるリスク情報やコン
プライアンス関連情報の対応報告、検討も行っております。

・定期的に内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告しておりま
す。
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連結貸借対照表

(2023年３月31日現在)
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

2,022,727

611,144

534,608

266,198

473,393

2,709

91,045

40,312

4,031

△717

2,862,906

880,265

327,109

79,013

23,346

442,518

8,277

1,197

1,033

164

1,981,442

1,925,321

1,720

17,568

493

42,147

△5,807
　

流 動 負 債 497,792

買 掛 金 152,968

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 90,200

未 払 法 人 税 等 37,295

未 払 事 業 所 税 7,409

賞 与 引 当 金 66,148

そ の 他 143,771

固 定 負 債 862,704

長 期 借 入 金 47,800

繰 延 税 金 負 債 523,415

役員退職慰労引当金 155,869

退職給付に係る負債 106,739

資 産 除 去 債 務 28,879

負 債 合 計 1,360,496

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,188,623

資 本 金 107,100

資 本 剰 余 金 582

利 益 剰 余 金 2,114,834

自 己 株 式 △33,894

その他の包括利益累計額 1,242,973

その他有価証券評価差額金 1,242,973

非支配株主持分 93,540

純 資 産 合 計 3,525,137

資 産 合 計 4,885,633 負債純資産合計 4,885,633

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

( 2022年４月１日から
2023年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,710,384

売 上 原 価 2,166,043

売 上 総 利 益 544,340

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 430,783

営 業 利 益 113,557

営 業 外 収 益

受 取 利 息 78

受 取 配 当 金 19,813

受 取 賃 貸 料 5,426

そ の 他 5,191 30,510

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,056

賃 貸 費 用 7,305 8,361

経 常 利 益 135,706

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 29 29

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 111 111

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 135,625

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 48,178

法 人 税 等 調 整 額 △3,578 44,599

当 期 純 利 益 91,025

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,333

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 83,692

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2022年４月１日から
2023年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 　 　 計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 　 期 首 残 高 107,100 582 2,046,560 △33,848 2,120,394

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △15,418 △15,418

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

83,692 83,692

自 己 株 式 の 取 得 △45 △45

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 68,274 △45 68,228

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 　 期 末 残 高 107,100 582 2,114,834 △33,894 2,188,623

その他の包括利益累計額

非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益 累 計 額
合 計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 　 期 首 残 高 755,162 755,162 87,257 2,962,814

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △15,418

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

83,692

自 己 株 式 の 取 得 △45

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

487,810 487,810 6,283 494,094

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 487,810 487,810 6,283 562,322

2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 　 期 末 残 高 1,242,973 1,242,973 93,540 3,525,137

連結株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社

・連結子会社の名称 常磐硝子株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と同一であります。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法によって

おります。（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等  移動平均法による原価法によっております。

ロ．棚卸資産

・製品、仕掛品 売価還元法によっております。ただし、仕入製品は、

最終仕入原価法によっております。

・原材料、貯蔵品 最終仕入原価法によっております。

　（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。ただし、1998年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 15～65年

機械装置及び運搬具 ９～17年

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えて、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のう

ち当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。

ハ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上しております。
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当連結会計年度

商品及び製品 473,393千円

仕掛品 2,709千円

原材料及び貯蔵品 91,045千円

④　退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職金規定に基づく期末要支給額から

中小企業退職金共済制度から支給される金額を控除した額を当連結会計年度末における退

職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、次のとおりであります。

　当社グループは、アンプル、管瓶、試験管、理化学医療用硝子等の製造及び販売を事業

としております。主たる商品又は製品に係る収益は、これらの製造及び販売によるもので

あり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。

　当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において顧客が当該商品又は製品に対

する支配を獲得して充足されると判断し、顧客に引き渡された時点又は顧客が検収した時

点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については出荷時点で収益を認識

しており、海外への販売については主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき

リスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。

　また、有償支給取引について、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の

消滅を認識しておりません。

２．会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月

17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、

時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによ

り、連結計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

（棚卸資産の評価）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　棚卸資産の正味売却価額が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額の正味売却価額まで減額

し、当該減少額を棚卸資産評価損として売上原価に計上しております。また、正常な営業循

環過程から外れた棚卸資産については、期末日から一定期間を経過しているものについて保

有期間に応じた一定の評価基準により規則的に帳簿価額を切り下げております。なお、棚卸

資産の収益性の低下、滞留、陳腐化が生じた場合、将来において追加の評価損の計上が必要

となり、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を及ぼす可能性があります。
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建物及び構築物 190,270千円

土地 132,187千円

計 322,457千円

１年内返済予定の長期借入金 80,600千円

長期借入金 40,600千円

計 121,200千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,093,187千円

(3) 受取手形裏書譲渡高 142,563千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,142,000株 －株 －株 2,142,000株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 86,243株 50株 －株 86,293株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年６月29日
定 時 株 主 総 会

普通株式 15,418 7.50 2022年３月31日 2022年６月30日

決議予定 株式の種類 配 当 の 原 資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 15,417 7.50 2023年３月31日 2023年６月30日

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの
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連結貸借対照表計上額(千円) 時価（千円） 差額（千円）

 有価証券及び投資有価証券 2,189,514 2,189,514 －

資産計 2,189,514 2,189,514 －

 長期借入金
（１年内返済予定を含む）

138,000 137,998 △1

負債計 138,000 137,998 △1

区　分 連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 2,005

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用は安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については、社

債発行及び銀行借入による方針であります。また、株式投資として取引先企業との業務提

携等に関連する投資を行っております。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、当社グループの経理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び

残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況は毎週開催される役員会における営業報

告等で把握する体制としております。

有価証券については、資金運用の一環として、合同運用の金銭信託を保有しており、発

行体の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式は市場価格の変動リスク

に晒されております。これらの発行体の信用リスク及び有価証券の発行体の信用リスクに

関しては、時価や格付け情報を定期的に確認することで管理しております。

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日となっております。

借入金は主に設備投資に係る資金調達及び運転資金の調達によるものであります。これ

らのうち変動金利によるものは、金利の変動リスクに晒されております。

また、営業債務、借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、

各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価

及びこれらの差額については次のとおりであります。

(注)１．現金は注記を省略しており、預金、「売掛金及び受取手形」、「未収入金」、「買

　　　　掛金」、「未払法人税等」及び「未払事業所税」については短期間で決済されるた

　　　　め、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略しております。

　　２．市場価格のない株式等については、上表には含めておりません。当該金融商品の連

　　　　結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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区　分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券

　　株式

　　その他

1,923,316
266,198

－
－

－
－

1,923,316
266,198

資産計 2,189,514 － － 2,189,514

区　分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予

定含む）
－ 137,998 － 137,998

負債計 － 137,998 － 137,998

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価。

　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価。

　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価。

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(注)１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取

　　　引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

　　　長期借入金（１年内返済予定含む）

　　　　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを

　　　加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に

　　　分類しております。なお、１年以内に返済予定の長期借入金を含めた金額を記

　　　載しております。
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区　分
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

預金
受取手形及び売掛金
未収入金

610,184
534,608
40,312

－
－
－

－
－
－

－
－
－

合　計 1,185,104 － － －

区　分
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 90,200 42,800 5,000 － － －

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

284,694千円 △1,130千円 283,563千円 546,466千円

(注)２．金融債権の連結決算日後における償還予定額

　　３．長期借入金の連結決算日後における返済予定額

７．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸用の不動産（土地を含む。）を有

しております。

　当連結会計年度における賃貸等不動産に関する損益は、△1,853千円（賃貸収益は営業外

収益に、賃貸費用及び遊休資産関連費は営業外費用に計上）であります。なお、減損損失は

ありません。

(2) 賃貸等不動産時価等に関する事項

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した金額であります。

２. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社

で算出した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

８．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、アンプル、管瓶、試験管、理化学医療用硝子等の製造及び販売を事業と

しており、主たる商品及び製品はアンプル及び管瓶であります。

　各商品及び製品の売上高は、アンプル331,173千円、管瓶2,103,914千円、その他275,296

千円であります。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 539,657

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 534,608

(1) １株当たり純資産額 1,669円30銭

(2) １株当たり当期純利益 40円71銭

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項（４） 会計方針に関する事項 ⑤ 

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権は以下のとおりであります。

（単位：千円）

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。なお、顧客との契約から生じる対

価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
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(2023年３月31日現在)
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

敷 金 及 び 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

1,746,906

350,190

178,207

356,400

266,198

493,548

2,640

17,397

78,748

4,292

△717

2,774,269

762,266

256,687

10,178

64,656

2,468

9,442

410,555

8,277

571

406

164

2,011,431

1,925,321

48,300

1,620

493

35,095

3,101

△2,500
　

流 動 負 債 539,182

買 掛 金 227,611

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 90,200

未 払 金 4,718

未 払 費 用 59,479

未 払 法 人 税 等 17,120

未 払 事 業 所 税 5,614

預 り 金 15,949

賞 与 引 当 金 44,148

そ の 他 74,341

固 定 負 債 810,070

長 期 借 入 金 47,800

繰 延 税 金 負 債 523,415

退 職 給 付 引 当 金 106,739

役員退職慰労引当金 118,094

資 産 除 去 債 務 14,021

負 債 合 計 1,349,253

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,928,949

資 本 金 107,100

資 本 剰 余 金 582

資 本 準 備 金 582

利 益 剰 余 金 1,855,161

利 益 準 備 金 26,775

その他利益剰余金 1,828,386

固定資産圧縮積立金 14,750

土 地 圧 縮 積 立 金 106,739

別 途 積 立 金 1,226,000

繰 越 利 益 剰 余 金 480,896

自 己 株 式 △33,894

評価・換算差額等 1,242,973

その他有価証券評価差額金 1,242,973

純 資 産 合 計 3,171,923

資 産 合 計 4,521,176 負債純資産合計 4,521,176

貸　借　対　照　表

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2022年４月１日から
2023年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,710,384

売 上 原 価 2,270,172

売 上 総 利 益 440,212

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 378,944

営 業 利 益 61,267

営 業 外 収 益

受 取 利 息 74

受 取 配 当 金 23,263

受 取 賃 貸 料 22,151

技 術 指 導 料 4,800

そ の 他 5,244 55,534

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,056

出 向 者 関 係 費 7,503

貸 与 資 産 減 価 償 却 費 9,268

賃 貸 費 用 7,305 25,132

経 常 利 益 91,669

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 111 111

税 引 前 当 期 純 利 益 91,558

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 26,403

法 人 税 等 調 整 額 2,153 28,556

当 期 純 利 益 63,001

損　益　計　算　書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2022年４月１日から
2023年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

資本剰余金
合 　 計

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 　 計固定資産

圧縮積立金
土地圧縮
積 立 金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

2022年４月１日　期首残高 107,100 582 582 26,775 15,283 106,739 1,226,000 432,780 1,807,578 △33,848 1,881,412

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

△532 532 － －

剰 余 金 の 配 当 △15,418 △15,418 △15,418

当 期 純 利 益 63,001 63,001 63,001

自己株式の取得 △45 △45

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変
動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － △532 － － 48,115 47,583 △45 47,537

2023年３月31日　期末残高 107,100 582 582 26,775 14,750 106,739 1,226,000 480,896 1,855,161 △33,894 1,928,949

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2022年４月１日　期首残高 755,162 755,162 2,636,575

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

－

剰 余 金 の 配 当 △15,418

当 期 純 利 益 63,001

自己株式の取得 △45

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変
動 額 ( 純 額 )

487,810 487,810 487,810

事業年度中の変動額合計 487,810 487,810 535,348

2023年３月31日　期末残高 1,242,973 1,242,973 3,171,923

株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社株式 移動平均法による原価法によっております。

②　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法によっておりま

す。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等  移動平均法による原価法によっております。

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

・製品・仕掛品 売価還元法による原価法によっております。ただし、

仕入製品は最終仕入原価法によっております。

・原材料・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法によっております。

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。ただし、1998年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15～65年

機械及び装置 ９～17年

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えて、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

②　賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のう

ち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

③　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務(退職金規定に基づく期末要支給額か

ら中小企業退職金共済制度から支給される金額を控除

した額)の見込み額に基づき計上しております。

④　役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、次のとおりであります。

　当社は、アンプル、管瓶、試験管、理化学医療用硝子等の製造及び販売を事業としており

ます。主たる商品又は製品に係る収益は、これらの製造及び販売によるものであり、顧客と

の販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。
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個別注記表

当事業年度

商品及び製品 493,548千円

仕掛品 2,640千円

原材料及び貯蔵品 17,397千円

建物 190,270千円

土地 132,187千円

計 322,457千円

１年内返済予定の長期借入金 80,600千円

長期借入金 40,600千円

計 121,200千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,602,062千円

(3) 受取手形裏書譲渡高 142,563千円

　当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において顧客が当該商品又は製品に対す

る支配を獲得して充足されると判断し、顧客に引き渡された時点又は顧客が検収した時点で

収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については出荷時点で収益を認識してお

り、海外への販売については主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負

担が顧客に移転した時に収益を認識しております。

　また、有償支給取引について、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消

滅を認識しておりません。

２．会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月

17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価

算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用

指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、

計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

（棚卸資産の評価）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　連結注記表の「会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を

省略しております。

４．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務
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個別注記表

①　短期金銭債権 38,718千円

②　短期金銭債務 133,953千円

営業取引による取引高

仕入高 579,472千円

販売費及び一般管理費 1,560千円

営業取引以外による取引高 22,536千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 86,243株 50株 －株 86,293株

繰延税金資産
　賞与引当金 13,518千円
　未払事業税 1,514千円
　未払社会保険料 1,940千円
　有償支給未実現利益 1,239千円
　棚卸資産評価損 8,045千円
　退職給付引当金 32,683千円
　役員退職慰労引当金 36,160千円
　投資有価証券減損 9,586千円
　減損損失 6,517千円
　資産除去債務 4,293千円
　その他 1,458千円
繰延税金資産小計 116,958千円
　評価性引当額 △44,678千円
繰延税金資産合計 72,279千円

繰延税金負債
　資産除去債務に対応する資産 △84千円
　固定資産圧縮積立金 △6,219千円
　土地圧縮積立金 △47,107千円
　その他有価証券評価差額金 △542,282千円
繰延税金負債合計 △595,695千円

繰延税金負債の純額 △523,415千円

(4) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記

 自己株式の数に関する事項

７．税効果会計に関する注記

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称
資本金又は
出 資 金
(千円)

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の所有
(被所有 )割合

(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子会社
常 磐 硝 子
株 式 会 社

45,000

ア ン プ
ル ・ 管
瓶 ・ 試 験
管 の 製 造

76.7
役 員 の
兼 任

製 品 の
仕 入

原 材 料 の
有 償 支 給

(注1)
－

未 収 入 金 38,436

そ の 他 の
流 動 負 債

59,146

製品の仕入
(注1)

579,472 買 掛 金 74,643

製造設備の
貸 与

賃貸料の受取
(注2)

16,725 － －

(1) １株当たり純資産額 1,542円98銭

(2) １株当たり当期純利益 30円65銭

８．関連当事者との取引に関する注記

　　　子会社

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 製品の仕入については、製造原価率等を勘案し交渉により決定しておりま

す。
また、原材料の有償支給の取引金額は、製品の仕入の取引金額と相殺して
おります。

２. 賃貸料の受取については、減価償却費や損害保険料等を勘案し交渉により
決定しております。

９．収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「１．連結計

算書類作成のための基本となる重要な事項（４） 会計方針に関する事項 ⑤ 収益及び費用の

計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 枝　川　哲　也
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井　上　陽　介

独立監査人の監査報告書

2023年５月22日

不二硝子株式会社

取締役会　御中

フェイス監査法人
東京都渋谷区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、不二硝子株式会社の2022年４月１
日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、不二硝子株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 32 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 枝　川　哲　也
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井　上　陽　介

独立監査人の監査報告書
2023年５月22日

不二硝子株式会社

取締役会　御中

フェイス監査法人
東京都渋谷区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、不二硝子株式会社の2022年
４月１日から2023年３月31日までの第90期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告

－ 34 －
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計算書類に係る会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第90期事業
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠した監査の方

針、職務の分担等に従い会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項
の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子
会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方
針及び同号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第5号イの留
意した事項及び同号ロの判断およびその理由について、取締役会そ
の他における審議の状況を踏まえ、その内容について検討を加えま
した。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関
する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報
告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取り組み
は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損
なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とす
るものでないと認めます。

⑤ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引を
するに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取
引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人フェイス監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人フェイス監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

常 勤 監 査 等 委 員 坂 田 俊 一 ㊞

監査等委員（社外取締役） 井 上 眞 一 ㊞

監査等委員（社外取締役） 神 谷 　 晋 ㊞

2023年５月22日

不二硝子株式会社　監査等委員会

　

以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
１．期末配当に関する事項

当社は、企業体質の強化と今後の事業展開への備えを図りつつ、業績及
び配当性向等を総合的に勘案し、株主の皆様のご期待にお応えするべく安
定的・継続的な配当の実施を基本方針としております。
これらの基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては以下のとお

りといたしたく存じます。
①　配当財産の種類

金銭
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金７円50銭
配当総額　15,417,803円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日

２．その他の剰余金に関する事項
該当事項はありません。
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１
お

小
 

　
 

 
ぐま

熊
 

　
 

 
しん

信
 

　
 

 
いち

一
(1961年１月14日生)

1984年３月 当社入社

1991年６月 当社取締役

1993年６月 副社長

2001年５月 常磐硝子㈱取締役(現任)

2001年６月 当社代表取締役社長(現任)

983,038株

２
まる

丸
 

　
 

 
やま

山
 

　
 

 
こう

光
 

　
 

 
じ

二
(1957年６月21日生)

1980年３月 当社入社

1999年７月 総務部長

2001年６月 当社取締役

2008年５月 常磐硝子㈱監査役(現任)

2017年６月 当社常務取締役(現任)

5,000株

３
てら

寺
 

　
 

 
やま

山
 

　
 

 
ひろ

博
 

　
 

 
ゆき

幸
(1961年11月７日生)

1980年３月 当社入社

2011年４月 品質保証部次長兼技術課長

2015年10月 品質保証部長(現任)

2017年６月 当社取締役(現任)

3,300株

４
たか

高
 

　
 

 
はま

濱
 

　
 

 
えい

英
 

　
 

 
じ

司
(1966年１月３日生)

1984年３月 当社入社

2006年４月 経理課長

2010年４月 総務課長兼経理課長

2013年４月 総務部次長

2018年４月 総務部長(現任)

2020年６月 当社取締役(現任)

1,700株

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全

員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者

について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 候補者小熊信一氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

会　場 東京都墨田区文花二丁目15番９号

当社本社会議室

ＴＥＬ　03（3617）5111

洋
服
仕
立

至曳舟駅

十間橋通り

百樹園

千葉大墨田
サテライト・キャンパス 不二硝子

高層都営住宅

明治通り

セブン
イレブン

そ
ば
や

境橋

福神橋至亀戸

至亀戸駅

信
号

マ
ン
シ
ョ
ン

向島
 警察署

香取神社

吉田
テクノ

ワークス

洋品店

書店
 自成堂

小
村
井

東
京
電
熔
社

信
号

信
号

信
号

信
号

信
号

東
武
亀
戸
線松田自動車整備工場

花　
　

王　
　

　

す
み
だ
事
業
場

●交　通 ＪＲ総武線『亀戸駅』下車　北口へ向かい

東武亀戸線に乗り換え

『小村井駅』下車（亀戸駅より３つ目）徒歩５分


